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第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画の概要をお知らせします。
この計画は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」
（以下「基本指針」といいます。）に即して策定しました。
※これらの計画は、いきいき広場および市公式ホームページで閲覧できます。

第５期　障がい福祉計画
第１期　障がい児福祉計画を策定しました

問合せ先　■いきいき 介護保険・障がいグループ　☎52－9871

すべての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人とし
て尊重され、障がいのある人の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念と、『第６次高浜市総
合計画』の目指すべき将来都市像である「思いやり　支え合い　手と手をつなぐ　大家族たかはま」と、
福祉・健康分野の個別目標である「いつも笑顔で健やかに　つながり100倍ひろげよう」を踏まえ、
次の点に配慮して、計画を策定しました。
１．障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援
２．障がいの種別や地域におけるサービス格差の解消
３．地域生活移行や就労支援など個々の課題に対応したサービス提供体制の整備
４．地域共生社会の実現に向けた取組み
５．障がい児の健やかな育成のための発達支援

基本指針に定める目標

目標年度の就労移行支援事業の利用者数

目標年度の年間一般就労移行者数 4人

○福祉施設入所者の地域生
活への移行数の目標数値

2人

○地域生活支援拠点等の整
備

地域生活移行者数

目標数値

〇保健・医療・福祉関係者
による協議の場の設置

区　　分

12人

平成32（2020）年度末までに、圏域内の複数の機関において、分担してその機能を担う面的な整備もし
くは市単独での整備をすることを検討していきます。

平成32（2020）年度までに協議する場１か所を市単独で整備することを目指します。

削減見込 1人 平成32（2020）年度末段階での削減見込数

平成32（2020）年度に福祉施設を退所して一
般就労する人数
【参考】平成28（2016）年度に福祉施設を退所
して一般就労した人数2人

考え方
第5期　障がい福祉計画

平成28（2016）年度末の全入所者数（21人）
のうち、施設入所からグループホームなどへ移行
した人数

平成32（2020）年度末において就労移行支援
事業を利用する人数
【参考】平成28（2016）年度末における就労移
行支援事業の利用者数4人

○就労移行支援事業の目標
利用者数

〇就労移行支援事業所の就
労移行率

各年度における就労定着支援による支援開始から1年後の職場定着率を80%以上にすることを目指していきます。

○福祉施設から一般就労へ
の移行目標数値

目標年度の就労移行率3割以上である就労移
行支援事業所の割合

目標年度の就労移行率3割以上である就労移行
支援事業所の割合
【参考】平成28（2016）年度末の就労移行率3
割以上である就労移行支援事業所の割合0割

10割

区　　分

〇重症心身障がい児を支援
する児童発達支援事業所
および放課後等デイサー
ビス事業所の確保

児童発達支援センター
〇児童発達支援センターの
設置および保育所等訪問
支援の充実

目標数値

1か所

放課後等デイサービス

児童発達支援事業所

1か所

1か所

考え方

〇医療的ケア児支援のため
の関係機関の協議の場の
設置

平成32（2020）年度末までに圏域内の市と連
携または市単独で整備

第1期　障がい児福祉計画

平成32（2020）年度末までに圏域内の市と連
携または市単独で整備

1か所協議の場

平成32（2020）年度末までに圏域内の市と連
携または市単独で整備

平成30（2018）年度末までに圏域内の市と連
携または市単独で整備
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パブリックコメント（意見募集）

高浜市教育大綱の改訂案について、意見を募集します。いただいた意見は、大綱に反映できるかを検討し、
後日、意見の採否やその理由などの概要を公表します。

高浜市教育大綱の改訂（案）
皆さんの意見を募集します

提出・問合せ先　 いきいき 学校経営グループ
〒444－1398（住所不要）　☎52－1111（内線350）■℻52－7918
Ｅメール　gakkou@city.takahama.lg.jp

■大綱改訂案の入手方法〔４月16日（月）より〕
①公共施設での閲覧…市役所・いきいき広場・各公民館・各ふれあいプラザ・図書館
②ホームページ………市公式ホームページから閲覧可
■意見の提出期間
４月16日（月）～30日（月）　※郵送の場合は当日消印有効

■提出方法　次のいずれかの方法で提出してください。
①大綱改訂案配布場所に設置してある「意見提出箱」へ投函
②学校経営グループ窓口（いきいき広場３階）へ持参
③郵送、ファクス、電子メールで提出
※「氏名」「住所」「電話番号」「意見とその理由（該当箇所）」を明記してください。
■意見募集結果の公表　「広報たかはま」７月１日号を予定

問合せ先　□市市民窓口グループ（国民健康保険担当）　内線219・261

データヘルス計画とは
国民健康保険加入者の皆さんが病院などにかかったときの

診療内容や、健康診査の結果などのデータを分析し、現状に
見合った保健事業を、効果的・効率的に実施するための事業
計画です。

特定健康診査等実施計画とは
国民健康保険加入者を対象とする生活習慣病の予防を目的

とした特定健康診査・特定保健指導を実施するための事業計
画です。

計画の期間
平成30年度～平成35年度（６年間）
 

各計画は□市市民窓口グループで配布するほか、市公式ホーム
ページから閲覧できます。

データヘルス計画
および

特定健康診査等
実施計画を
策定しました

高浜市国民健康保険


